
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会会議記録 
 
               新型コロナウイルス感染症対策特別委員長  平岩 純子   
 
１ 日 時 

   令和４年８月２９日（月） 午後１時３０分から 
                午後３時４２分まで 
 
２ 場 所 

   第３委員会室 
 
３ 出席した委員の氏名 

   平岩純子、衛藤博昭、吉竹悟、清田哲也、今吉次郎、太田正美、森誠一、木田昇、 
二ノ宮健治、原田孝司、馬場林、堤栄三、末宗秀雄 

 
４ 欠席した委員の氏名 

   阿部長夫、戸高賢史 
 
５ 出席した委員外議員の氏名 

      高橋肇、守永信幸、小嶋秀行、玉田輝義、河野成司、猿渡久子 
 
６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   福祉保健部理事兼審議監 藤内修二 ほか関係者 
 
７ 出席した参考人の職・氏名 

   大分市小中一貫教育校賀来小中学校 校長 生野京子 
 
８ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
９ 会議の概要及び結果 

（１） 学校教育におけるコロナ禍の対応と今後の課題について、参考人から意見聴取を行った。 

（２） 新型コロナウイルス感染症について、執行部から報告を受けた。 

（３） 今後の委員会スケジュール及び最終報告書作成について内部協議を行った。 
 
１０ その他必要な事項 

   な し 
 
１１ 担当書記 

   政策調査課調査広報班 主任  麻生ちひろ 
   政策調査課政策法務班 副主幹 志村直哉 
   議事課委員会班    主査  吉良文晃 



新型コロナウイルス感染症対策特別委員会次第 
 
                                         日時：令和４年８月２９日（月）１３：３０～ 

                                           場所：第３委員会室             
 
１ 開  会 

 
 
２ 参考人からの意見聴取                   １３：３０～１４：３０

（１）「学校教育におけるコロナ禍の対応と今後の課題」 

   参考人 大分市小中一貫教育校賀来小中学校 校長 生野 京子 氏 
 
 
３ 執行部報告                        １４：３０～１５：００

（１）新型コロナウイルス感染症について（福祉保健部より報告） 
 

 

４ 内部協議                         １５：００～１５：１０ 

 
 
５ 閉  会 

 



- 1 - 

別 紙 

会議の概要及び結果 

平岩委員長 これより、新型コロナウイルス感

染症対策特別委員会を開催します。 
本日は都合により阿部委員、戸高委員が欠席

しています。 
また、委員外議員として、高橋議員、守永議

員、小嶋議員、玉田議員、河野議員及び猿渡議

員が出席しています。 
本日の委員会は、まず、参考人からの意見聴

取を行い、その後、執行部より、新型コロナウ

イルス感染症について報告を受けることとして

います。 
では、ただいまから参考人招致を行います。 

 まず、私から御挨拶申し上げます。 
 大分県議会新型コロナウイルス感染症対策特

別委員長の平岩純子です。 
 本日は、「学校教育におけるコロナ禍の対応と

今後の課題」について御意見を伺いたく、大分

市小中一貫教育校賀来小中学校長生野京子先生

に参考人としてお越しいただきました。 
生野先生には、大変お忙しい中にもかかわら

ずお越しいただき、誠にありがとうございます。 
 本来であれば、私どものほうが出向いて、御

指導を賜らないといけないところですが、足を

お運びいただきましたことに対し、委員会を代

表して厚くお礼申し上げるとともに、本日はよ

ろしくお願いします。 
それでは、委員の自己紹介をお願いします。 

  〔委員自己紹介〕 
平岩委員長 それでは、生野先生から自己紹介

と、引き続き、本日のテーマについての御説明

をお願いします。 
生野参考人 皆さんこんにちは。私は大分市小

中一貫教育校、賀来小中学校校長の生野京子と

いいます。 
 本日は私のような一校長をここに呼んでくだ

さり、お話を聞いてくださるということで、議

員の皆様に学校でのことをお伝えできるので大

変有り難く思っています。どうぞよろしくお願

いします。 

 それでは、レジュメに従い、私から学校現場

のコロナ禍の対応と今後の課題と題して御説明

します。 
 私が勤めているのは、大分市小中一貫教育校

賀来小中学校ですが、これは大分市立の賀来小

学校と大分市立の賀来中学校が一緒になった学

校です。校長は１名ですが、もともとは二つの

学校が一つになって一貫教育を進めていく中で、

子どもたちを育てていく学校です。児童生徒数

は８５０名ほどいます。その中で校長として勤

めています。 
 ここで皆様にどうお話をしようかと考えたと

き、コロナ禍が始まって、年度を追って、まず

は学校がどのような現状であったかを御説明し

ながら、最後に、今、学校現場で課題と思って

いること、それから、教育現場がどう取り組ん

でいこうとしているかをお話ししたいと思いま

す。 
 ただ、郡市ごとにそれぞれ地教委が違い、そ

れぞれの対応が異なっているので、私は大分市

の校長としてお話ししますが、例えば、他郡市

とはちょっと違うところもあるかと思います。

教育現場での悩みとか困りとか、これからの課

題はどこの学校も大分県の中は同じだと思いま

すので、そういう立場でお話しすることを最初

に申し上げておきます。 
 それでは、１番にありますが、現場における

コロナ対応ということで、（１）、これは令和２

年３月で、まず緊急事態宣言が出されたときで

した。 
 教育現場では、まだそんなにコロナに感染す

る子どもたちはいませんでしたが、全国で緊急

事態宣言が出されました。そのとき私は竹田中

学校の校長だったのですが、卒業式の数日前に

突然、学校を閉鎖しなければならなくなりまし

た。学校の中で最大の行事は卒業式です。この

卒業式を目前にしてこれまでと同様行われない。

学校現場はまずそこで混乱しました。 
 どうやって卒業証書を子どもたちに渡すのか。



- 2 - 

それから、卒業式を目標に、子どもたちは義務

教育最後の卒業式を目標に、合唱であるとか学

習であるとかを積み上げてきたので、それを披

露する場がないという中で混乱しました。 
 卒業式は簡素化して卒業証書を渡すだけ。合

唱や保護者を呼ぶことはできない中で、それぞ

れの学校、それぞれの郡市の対応がまちまちに

なって、非常に難しかったと感じています。 
 そのときに大事だと思ったのは、保護者への

説明です。やはり保護者はどうなるか分からな

いことをとても不安に思っています。卒業式が

なくなるのを分かっていても、それでは自分の

子どもの代だけ卒業式、卒業証書はどうなるの

かとか、卒業式の歌を歌ってきたのはどうなる

のかとか、そういう不安がすごくあったので、

そのときに早め早めの保護者への対応や説明が

大切だなと感じました。 
 それから、入学式も同じく保護者が入られな

い。入学式も保護者が子どもの姿を見るのをと

ても楽しみにしている行事です。ここでも入学

式に入られないことについて、保護者の気持ち

が揺れているのが感じられました。 
 また、緊急事態宣言が発せられ、それが３月

から５月の中旬まで約２か月半、学校に来るこ

とができませんでした。そして、５月半ばから

分散登校で、６月から登校すると。大分市はそ

の後、夏休みが１０日間ぐらいに短縮され、夏

休みの間も授業をすることで学力保障を行って

いきました。 
 休みが長く、勉強の遅れが非常に気になって

はいましたが、教職員がそれぞれの家を回りな

がら、プリントとか家庭学習の内容を配ってそ

れを補っていくこと。それから、夏休みを短縮

して、そこを埋め合わせていくことをしていま

した。 
 でも、それよりももっと問題だったのは、例

えば、中学校１年生とか、小学校１年生とか、

入学式はあったけれども、入学式の日に一度顔

を見ただけで、２か月もほかのお友達の顔を知

らない、担任の先生の顔を知らない。とても不

安で寂しい時を過ごしたと思います。 
 ③の学校生活再開後の学校の感染対策ですが、

この緊急事態宣言で教職員は勤務でしたので、

その間に準備することができました。 
 どういう準備をしたかというと、手指消毒を

する消毒液の配置とか、それまで石けんで手を

洗っていましたが、ポンプ式の手を洗う洗剤を

配置するとか、手洗い場に密集すると悪いので、

足のマークを１メートル置きに貼って密集しな

い対策をする。 
 それから、それまで教育現場で進んでやらな

ければならないこと、例えば、大きな声で返事

をする、大きな声で挨拶をする、給食はみんな

で楽しく話しながら食べる、それが全く反対の

方向でできなくなってしまう。大きな声で挨拶

はしてはいけない。それから、大きな声で発表

することも難しい。例えば、机を合わせて話合

い活動をするのは避けよう。それから、給食は

みんな前を向いて食べる。そして、給食の取り

方もセルフサービスで、自分の給食は自分が取

ると。他人が配るのではなく、自分で取って食

べる。それまでの教育で大事とされてきた共同

とか協力とかをなるべく排除しなければならな

いような教育活動を行わなければならないので、

教職員もみんなで知恵を絞って、まずは子ども

の命や健康を守ることが大事であることから、

感染対策に力を入れました。 
 そのとき有り難かったのは、教育委員会等が

素早く予算を出してくれて、消毒するためのア

ルコールとか使い捨てのペーパーが手に入った

ことです。また、子どもたちが学校に入ってく

るときに、体温を測る検知器を買うこともでき

たし、いろんなことがそろっていきました。 
 その一番初めの年で、④になりますが、一番

私たちが心を砕いたのは人権教育です。コロナ

に感染すること、病気になることはもちろん恐

ろしいこと──そのときは恐ろしいことだった

んですが、それよりも、もっと恐ろしいのは差

別やいじめが起こることが教育現場では一番の

課題でした。 
 その頃、大分市は１人感染した場合でも学級

閉鎖でしたので、そのときに学級閉鎖になると、

保護者にはちゃんと御理解くださいというお手

紙とかを出します。最初の頃は、もちろん誰が
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かかっているのかまで聞く人はいなかったです

が、どのくらいの人数かかっているのか、クラ

スでどのくらいはやっているのか、ほかのクラ

スにはうつらないのかとか感染の状況を学校に

尋ねてくる。例えば、学級閉鎖になると、御家

庭でも昨日お休みだった人は誰とか聞いたりす

ることがあったようです。そういうことから、

差別やいじめが生まれてくるのでとても心を砕

きました。やはり分からないことへの恐れが非

常に大きいなと感じました。分からないからこ

そ怖いというか。ですから、説明も十分に家庭

へしながら、人権教育も進めてきたところです。 
 実は、私はこの夏休みの間にコロナに感染し

ました。そして、自分が感染して初めて、コロ

ナの大変さ、コロナという病気がほかの病気と

はやはり少し違うなと感じました。また、始業

式のときに自分が感染したことを人権教育に役

立てるために話をしました。私はこんなに元気

になってきましたと。だけど「校長先生はコロ

ナにかかっているから近寄るまい」とか「校長

先生のくせに」とか、そんなことを言われたら

嫌だなと。小学生もいるので、こんな言い方で

話をしました。もちろんリモートで話をしまし

たが、そういう話をしました。自分がそういう

ことを公表したことによって、その後校内を歩

くと、反対に子どもたちが「校長先生」とみん

な寄ってきて、私たちは差別していませんよと

いうのを明らかにしてくれる。「校長先生、校

長先生」と言われて、ああ、やっぱり子どもっ

て素直でかわいいなと。嫌だと言ったら嫌なこ

とはしないんだなということがちゃんと分かり

ました。 
 それは今年のことですが、ずっと最初の頃に

り患した子どもとか、最初の頃にり患した人た

ちは、もっと大変な思いをしたのではないかな

と。最近では何かかかることが普通になってき

たので、言えることも多いかなと思っています。 
 その年はやはり修学旅行とか、大きな行事が

普通にはできずに、県内の小学校も中学校も県

内で日帰りの修学旅行となりました。県内で日

帰りの修学旅行となったときに、小学校６年生

と中学校２年生と、やはりどこで差をつけてい

くか。つまり、だんだん教育が進んでいく中で、

どういうところに視点を置くか。全く同じとこ

ろに行くのではなく、どこに視点を置くのかを

各学校でそれぞれ工夫して１年目は過ごした形

です。 
 また、文化発表会、それから体育大会も接触

ができない。特に体育大会では、今まで一番み

んなが好きだった騎馬戦、棒引きとかができな

い。それから、肩を組んでのムカデ競走もでき

ない。そんな中で何をするのか。走る競技だけ

ではつまらないので、新しい工夫ですね。ダン

スをするとかへ学校はシフトしていきました。 
 ただ、本当は運動会のときに家族でお弁当を

食べることが家族にとっては一番楽しいことだ

ったと思います。食べるということができなか

ったので、ほとんどの学校が午前中開催とか半

日開催になりました。 
 それから、文化発表会では歌を歌うことがで

きなかった。私たちは子どもたちにできないこ

とを嘆くのではなく、できることを探していこ

うと言っている手前、教職員もそうでなくては

いけないので、文化発表会ではほとんどの学校

がビデオで活動を撮ったものを全体に流しなが

ら、お互いの教育活動の成果を確かめ合うこと

を行いました。これが最初の年でした。 
 それから、（２）で令和３年度になると、１

年経験したこともあって、行事等は全く同じ形

でした。なかなか集まらない。そして、文化発

表会、体育大会もやはり半日。ですが、その中

で前年度のことを生かしながら、各学校でのい

ろんな経験を交流しながら、よりこの年は発展

させていくことができたと思います。 
 ただ、この年ぐらいからコロナ感染が激しく

なって、実施できない学校もあったかと思いま

す。 
 そこら辺は大体前の年と同じですが、教育内

容についてだんだんいろんな工夫が出てきたと

いうことです。 
 ④学習活動の制約、さきほど申しましたが、

みんなが集まって話をすることができない。そ

ういうことの代わりに、ではどういうことをし

ていくか。そこで出てきたのがＩＣＴですね、



- 4 - 

情報教育機器を使った学習です。今ではほとん

どの郡市、１人１台ｉＰａｄ、小学３年生以上

ぐらいはみんなに配置されていると思います。

それを使った学習の工夫が進んできました。 
 それと同時に、今度は情報モラルについても

かなりきちんと学習していかないと、うまくい

かないので、そちらのほうも進んできました。

それが令和２年度、３年度で、２年度の最初の

混乱期から３年度になったら少し行事とか教育

活動は安定してきたかなと。経験を踏まえなが

ら、工夫ができてきた年かなと思っています。 
 そして今年、令和４年度ですが、ウィズコロ

ナ、アフターコロナ、コロナとともに、やはり

活動を進めていくということで、今年は修学旅

行が実施できます。小学校は九州内、中学校は

関西のほうに行きます。 
それから、まだ文化発表会では、歌は歌って

いいけれども、１メートル以上離れてください

とかいう制約があるので、前のようにひな壇に

並んで歌うことはできません。ですから、合唱

と歌とを融合させる。例えば、グループの５人

が１メートル間隔で離れて５人で歌っているの

を映像に収め、それをいくつも映像を撮って、

映像を組み合わせて一つの合唱にするとか、そ

ういう工夫をしながら文化発表とかを行ってい

るということです。 
 ただ、今年になってだんだん活動が元に戻っ

てきたなと感じています。もちろん感染は第６

波、第７波とありますが、例えば、地域の人と

の田んぼ作り、田植が３年ぶりに再開されまし

た。そして、サツマイモ畑を作ることもできま

した。賀来は、賀来の市が９月１日から始まり

ますが、この２年間、賀来の市を開催していま

せんでした。子どもたちが賀来の市の歴史とか、

地域の伝統文化を知らないので、今日も地域の

方が賀来神社に６年生を呼んで、神社や地域の

歴史のお話をしてくれています。そういうこと

が、感染に十分気をつけながら行われてきてい

ます。 
 ただ、令和４年度のところに①②と課題と思

われることをこれまで書いています。長引く行

動制約による児童生徒への影響と書いています

が、子どもたちの自主的な活動、児童生徒会活

動、自分たちの生活を自分たちでつくるという

活動が、これまで集まることができなかった。

なぜ集まることができないかというと、感染が

あったときに、感染経路を、例えば、１年１組

の人が１年１組の中だけで活動しているなら、

１年１組で止めてしまえばいいけれども、１年

生も、２年生も、３年生も全部が集まると、感

染が広まったとき、どこまで教育活動を止めれ

ばいいのか、境目がなくなるんですね。そのた

めに学年同士の交流がすごく制限されてきた。

それで、子どもたちの自治的な活動がストップ

してしまったというか、一方通行になってしま

ったことです。１方向、児童生徒会の役員から

みんなにＺｏｏｍを通じ、こういう活動をしま

しょうと呼びかける。ただ、お互いにそこで話

合いながら返ってくる──顔を合わせながらす

るとか、一緒に掃除をするとか、一緒にごみ拾

いをするとかいう活動がなかなかこの２年半で

きなかったことで、そのやり方を子どもたちが

どう進めるのか分からなくなってきている課題

があると思います。 
 それから、２番目の教職員への影響です。 
この２年間で、すごく若い教職員が学校現場

に増えています。この若い教職員は、昔の、コ

ロナ禍以前の教育を知りません。つまり、一緒

に集まって話をし、意見を交わす教育を知らな

いまま、どちらかというと、情報教育機器を使

って交流するのは得意かもしれないけれども、

やはり顔を合わせながら、お互い一緒に手と手

を携えるというか、そういう教育を知らない教

職員がすごく多くなったということです。 
 だから、教職員もこれから勉強していかなけ

ればならない。子どもたちがコロナ禍以前の生

活に戻るのと同じように、教職員も学習してい

かなければいけないということで、令和４年度

のところにはこう書いています。 
 もう一つは、今、議員の皆様も私もマスクを

していますが、今度はマスクを外す時代になっ

たときにマスクを外せない子どもたちが増える

のではないかなと。今でも時々、テレビの画面

に向かって意見を言うときは、テレビの画面に
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向かって言うのでマスクを外して言っていいで

すよと言っても、それをためらう、恥ずかしが

る子どもがすごく多くなってきています。 
 それから、大きい声で返事をしてはいけない

と言っていたので、なかなか挨拶とかが大きい

声でできなくなってきている。何かそういうと

ころにすごくコロナ禍の影響が出ているなと思

っています。 
 最後に、ウィズコロナとアフターコロナの学

校教育と書いていますが、実は感染予防と学習

活動の推進ということで、さきほども言ったと

おり、できないことを嘆くのではなく、できる

ことをやっていこうと考えたとき、やはりＩＣ

Ｔの活用が不可欠になってきました。 
 個別最適な学びと新学習指導要領に書かれて

おり、それを進めるためにも、それぞれの学習

の状況に応じた勉強がｉＰａｄの中で行うこと

ができるようになってきたので、これを十分活

用していくということ。 
 それから、本校のことを言って悪いですが、

本校では、情報機器はすごく充実したので、海

外の学校との交流を今進めています。去年は、

フィジーのオリンピアンが大分で合宿したので、

それが縁で、フィジーのオリンピアンと、この

画面を通じて交流しました。今年はＡＬＴの英

語教育の先生がフィリピンから来ているので、

フィリピンの４校の小学校、中学校、高校と画

面を通じて交流してきました。そういうふうに、

今まではそんなことは思いもよらなかったこと

なんですね。もちろん、海外の人に会いに行く

ことはほとんどできないことで、この画面を通

じて交流することも、あまり学校現場では考え

られてこなかったことだけれども、コロナにな

り、情報教育機器がそれぞれに行き渡ったおか

げで、今度は新しいところが開けてきた。海外

との交流ができたりとかする。それは他校との

交流とかもそうですよね。遠くの学校との交流

もできるので、ＩＣＴの活用をこれから推進し

ていかなくてはいけないなと。 
 同時に、児童生徒の自主活動をコロナの感染

を防止しながら、また再開させていかないとい

けないなと思っています。 

 それから、かなり多くの児童生徒がＺｏｏｍ

とかも使えるようになったので、お互いにそれ

を使っての交流とかも進めていかなければいけ

ないなと思っています。 
 それから、学校行事の再構築と書きました。

再構築でもありますが、元々の形に戻さなくて

も、実は制約がある中でもできるなと思ったこ

ともたくさんあります。それまでは運動会は１

日、文化発表会も１日、絶対丸々するのが普通

の常識でした。では、それを半日にしたときに、

半日にしても十分な効果が得られるようなやり

方は組めるなということも少しずつ分かってき

ました。それで、やはり要らないこと、無駄な

ことは省きながらも、大事なことを残していく

教育活動を再構築していかなければいけないな

と思っています。 
 次に、（２）の教職員のネットワークと働き

方と書きましたが、教職員が研修とかで顔を合

わせることがなく、全部画面上でしたので、こ

れがまた元に戻りつつあるのでよかったなと思

っています。やはり同じような悩みを持ち、同

じような教科を教えている教職員が集まって学

習することはとても大切なので、そういうネッ

トワークを取り戻していきたいということ。 
 また、さきほども言いましたが、なくてもよ

かったこともあったなということが分かってき

たので、働き方改革につなげていきたい。 
 例えば、１人の情報を１人だけのものにする

のではなく、この情報機器の中で全員の共通の

資料にできるようになった。そういうことを進

めていかなくてはいけない。そして、働き方も

考えていかなければいけないなと思っています。 
 最後に、教育環境の整備と書きましたが、こ

このところはここにいる議員の皆様にお願いし

なければならないことではないかなと思ってい

ます。 
 というのが、一つは、さきほどＩＣＴを活用

していくことを申しましたが、そのＩＣＴを活

用していくとき、やはり難しいところもあるん

ですね。非常に専門的な知識がないとできなか

ったり、自分でやっていると時間がかかったり

することも多いので、大分市はＩＣＴ支援員を
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配置されています。やはり大分県下どこの学校

でも、例えば、毎日ＩＣＴ支援の先生が、詳し

い人が来ることになれば、このＩＣＴ活用もも

っと進むのではないかなと思います。そういう

予算は、ここにいらっしゃる先生方のお仕事な

のかなと思って、今お願いしています。 
 もう一つは、感染予防のためには換気と言わ

れています。換気をするときに、やはり冷暖房

が完備されていないと換気ができにくい。冷暖

房が完備されている中で換気をするのはいいで

すが、今から冬を迎えるにあたって、冬の寒い

教室の中で窓を開けて学習するのは、子どもた

ちにとっても、とてもきついことです。今、ど

この学級にも教室には冷暖房入っていると思い

ますが、理科室とか美術室とか、特別教室には

冷暖房が完備されていない郡市もあるというこ

とです。ぜひそういうところに冷暖房が完備さ

れると、子どもたちの教育活動がなおさらスム

ーズにいくのではないかと思っています。 
 また、大分市は今、トイレの中の水道が自動

水洗になっています。手を出すだけで水が出る

ので、蛇口を触らなくてもいいように感染対策

ができているのですが、それが大分市だけでは

なく、ほかの郡市も全部そうなればいいなと。

それがトイレだけではなく、例えば、手洗い場

とか、そういうところまで自動水洗になれば、

なおいいのではないかなと思っています。 
 私が思っていることをばらばら申したので、

ちょっとまとまりがなかったかと思いますが、

今、私たちはそういうことを考えています。 
 ただ、それぞれこういうふうに進めてきて困

ったこともたくさんあったのですが、それぞれ

の地教委とはいつも話をしています。困ったこ

とがあったときにはすぐに相談しながら、一緒

にこの教育活動を進めてこられたことは私たち

にとって本当に有り難いことで、校長にとって

とても力強いことでした。 
 また、今日のように県議会の特別委員会でこ

ういうお話をさせていただくことも、これから

の教育現場にとっては本当に有り難いことです。

分かっていただくこと、それから、いろいろ支

援をいただくことで、有り難いことだなと思っ

ています。 
 本日はどうもありがとうございました。（拍

手） 
平岩委員長 ありがとうございました。 
 わずかな時間の中で２年半の出来事をお伝え

いただいたと思います。私も思わず涙が出そう

になって聞いていました。 
皆さん、御質疑や御意見など、何でも結構な

のでお願いします。 
清田委員 お話の中で学校行事ですね、短縮系

でも担えるものがあって、また新たなやり方を

構築できるというお話とともに、やはり通常や

っていたことができないもどかしさもあったか

と思います。中学校に限った話になりますが、

運動部、文化部含め、部活動もかなりの制約を

受け、私どもも委員会でアンケートを取った中

で、やはり保護者からは──特に２年生、３年

生の保護者からは、ちょうど競技力が向上し、

一番練習をしっかりやって、今後楽しみな時期

に大会がなかったり、練習が制限されたりを残

念がるお声が多かったです。学校行事と同一の

部活動において、効率化ができるなとか新たな

良い面の発見、こういうところは非常に子ども

たちにとってかわいそうだったなとかがあれば

教えていただきたいと思います。 
生野参考人 委員がおっしゃるとおりです。中

学校の生徒は何のために学校に来ているかと聞

かれると、部活をしに来ていますとか言う生徒

も多いぐらいすごく真剣でした。そういう子ど

もたちが大会に参加できないとか、大会が中止

になるとかで、非常に苦しい思いをしました。

ただ、２年半という長きにわたってそれが続い

たので、ちょっと最後のほうは今、諦めにも似

たところがあったかなと思います。 
 今年に限って言うと、また復活して、全国大

会まで行われたので、生徒たちの合い言葉と言

ったらおかしいですが、中学校でできなかった

分、高校で頑張ろうと、その頃にはきっとコロ

ナを乗り越えて部活動ができるようになってい

るからというのが心の支えになったと思います。 
 その中で、一つは先生たちの働き方も今言わ

れている中で、子どもたちの感染予防と同時に、
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先生たちの休みとか指導者の休みとかを取るこ

とにも少しつながったかなというのもあります。

ガイドラインを守りながらきちっと決められた

休みを取って部活動を続けていくことができた

かなと。それまでは部活一辺倒だったのが、少

しそこら辺はコロナのことでできたかなと思っ

ています。 
堤委員 さきほど先生からＩＣＴの活用につい

てお話がありました。積極的な面、海外の方々

とつながって話ができるとか、補助的な教材と

いう形で使うと。コロナに若干制約されたけれ

ども、基本は先生が直接お話して、人と人との

関わり合いの中で、子どもたちが感動だとか、

いろんなものを育んでいく中で、ＩＣＴは補助

的な器具でなければならないと思います。今、

国はＧＩＧＡスクール構想でＩＣＴを前面に押

して、電子黒板などいろんなものを使っていく

ことにしていますが、現場でＩＣＴを活用する

とき、専門支援員の話は別にしても、現場で子

どもたちにＩＣＴを活用してもらうのに困って

いる問題とか、こういうところはデメリットが

あるかなというのがあれば、教えてください。 
生野参考人 委員が言われるとおり、本当は対

面して話をしたり、語り合ったりすることが非

常に大切なことだと思います。 
 デメリットといえば、そのＩＣＴに向かって

いれば発言しなくてもいいと言ったらおかしい

ですが、書けばいい、打てばいい、でも言葉で

表現する、思っていること、感じていること─

─私は今、思っていること、感じていることを

十分ここで話ができていますが、子どもたちは

思っていること、感じていることを言葉にして、

音声にして表現することが難しいですよね。Ｚ

ｏｏｍとかたくさんの人が映りますが、それで

もその中でお互いにやり取りするのは難しい。

やはり１対１になってしまうので、そういうデ

メリットがあると思います。 
 ただ、ＩＣＴはｉＰａｄだけではなく、学校

の大画面に写しながらもできます。例えば、今

まで先生たちは漢字の書き方とか書き順とかを

宙で１、２とかやっていましたが、それが画面

の中で、ちゃんと字として１、２と出てきたの

が見えます。教材の提示の仕方としては非常に

有効で、また、子どもたちも飽きずに引きつけ

られる。その１時間の授業の中で、全部が全部

ではないけれども、それを使ったことによって、

子どもたちが集中して授業に取り組めるツール

になっていると思います。 
堤委員 Ｗｉ－Ｆｉ機械は貸出しできることに

なっていますが、そこら辺の問題点はないかだ

け最後に。 
生野参考人 大分市のことですが、Ｗｉ－Ｆｉ

環境がない御家庭には貸出しするようになって

います。 
原田委員 たくさん聞きたいことがありますが、

みんなもたくさんあるでしょうから、一つに絞

って聞きます。 
 私が聞きたいのは、授業がなかなか進められ

ないのではないかと思います。コロナにり患し

たことによって欠席者もずっと続きますから、

そのために授業が進めにくいのではないか。 
 私も分かるんですが、インフルエンザがはや

るような時期は大体分かりますから、それを見

越して早く進めていく部分を考えました。そう

いった中で、これだけ長引くと、そういったこ

とをどう工夫されているのかお聞きしたいと思

います。 
生野参考人 本当にそうです。欠席者は１０日

間という長い期間お休みしなければならないの

で、その分、学習が遅れてしまいます。やはり

そこはできていないところの個別学習というん

ですか、放課後、プリントを使って少し補充学

習をするとかで進めているのが現実です。 
 たくさんの人数が一気に休みになるとか、学

級閉鎖になってしまうと、ある意味簡単と言っ

たら言い方は悪いですが、また違う時期にその

学習をすればいいですが、そうではなく、ばら

ばらに休んでしまうと、一人一人の学びが止ま

ってしまうところがあるので、今は補充学習と

か、課題を自宅まで持っていってしてもらうこ

とで進めている状況です。 
馬場委員 今、中学校３年生は１年生のときに

コロナが始まって、２年間ちょっと、なかなか

厳しい状況だったと思います。先生からさきほ
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どもマスクが外せない子どもがいるとお話があ

りました。中学３年生はこれからまた入試があ

ると思いますが、生徒たちの２年ちょっとの様

子というか、その辺はどのように子どもたちに

影響を与えているのかなというところ、特徴的

なことがあったら教えてください。 
生野参考人 中学３年生は特にかわいそうな学

年──かわいそうな学年という言い方は悪いで

すが、本当にコロナ禍で行事が制限され、いろ

んなことが制限された学年であると思います。

その分、やはり教職員が子どもたちに誇りを持

たせると言ったらちょっと大げさですが、中学

３年生としての姿、例えば、些細なことであっ

ても、掃除とか活動がありますよね。そういう

姿を１、２年生にも見せるんだと。活動は止ま

っていても、心の自己肯定感を高めるとか、誇

りを持たせることにやはり教職員は心を砕いて

きたと思います。それで何とか保っている。そ

れと、高校に行ってからの活動に夢を持ってい

るところかと思います。 
末宗委員 コロナが出て、日本の教育制度は大

体間違っていると思っていますが、高校入試と

か大学入試とか、その中で一番矛盾しているの

が英語教育よね。いくら頭に詰め込んでも、な

かなか英語はしゃべられない。しかも、大部分

の勉強量の主要な部分を英語に費やしてしゃべ

られない。 
 そういう中でコロナが起きたけど、ＩＣＴと

かを今度は非常に重要視している。私は大体メ

リットもデメリットも分かっているけど、時代

が大きく変換しようとするときに、教育も変わ

るべきだと思います。しかも、日本の教育は私

たちの頃は世界でトップクラスだった。大体３

本の指には入っていた。そうしたら、今はもう

東大クラスで世界３０番くらい。要するに、ハ

ーバード大に落ちたから東大に行こうとかいう

時代に入っている中で、日本の産業から何から

３０年間ずっと底辺にいる。日本の産業自体が

今、中国にも抜かれ、とてつもなくかけ離れて

いますが、どんなふうにしたら日本という国は

成り立つのか。今の小中学校の先生方、自分の

生活があるだろうけど、教育の本分、学生はや

はり勉強するのが学生の本分だから、その辺り

が今、コロナでどんなふうに変わったのか教え

ていただきたい。 
生野参考人 コロナで変わったというより、委

員がおっしゃるとおり、今が学習の転換期に入

っていると思います。ＳＴＥＡＭ教育とか言わ

れ、サイエンスとか、テクノロジーとか、そち

らに力を入れていく。もちろん英語は力を入れ

ていく、そこは教職員の中にはしっかり今、根

づいてきていると思います。 
 本校のことばかり言ってはあれですが、英語

の教育は、小中一貫教育なので小学校１年生か

らできます。１年生から英語で外国の児童生徒

と、使える言葉で、何が好きとか、そんな簡単

な言葉でもしていくと、だんだんそうなってい

くのかなと。やはり世界の中で生き抜いていく

ためには、せめて英語、英語以外の外国語も話

さなければいけない世の中になってきていると

思うので、その辺は学校教育の中でもしっかり

やっていかなければいけないなとは思っていま

す。答えになっていないかもしれませんけれど

も、転換期に来ていると思います。 
衛藤副委員長 ２点ありますが、１点目が医療

施設とか介護施設でもそうですが、入所者、入

院者の方が陽性になるのはもちろんですが、ケ

アに当たる方々が陽性になったら、隔離期間が

発生して現場が回らない問題が出ています。先

生方が感染して授業が回らないとか、そういっ

たところの実態というか、大変さであったりと

かはどうだったのかというところ。 
 もう一つが、２学期が始まって、これからま

たクラスターの発生が心配される中で、一旦夏

休み前に経験され、ここで応用できる部分があ

るのか。二酸化炭素濃度計が換気のために医療、

福祉にはかなり配備するという話ですが、学校

現場はこれからどうなっていくかを教えていた

だけますか。 
生野参考人 まず、２番目に言われたＣＯ２の

計測器ですが、本校は一番初めの予算で全クラ

スに配置したので、数値が１千を超えると、必

ず窓ももっと大きく開けるようにしています。 
 そして、先日は配置できていない学校にも配
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置するというニュースがあったと思いますので、

配置ができているのかなと。注意しながら換気

しているところです。 
 それから、最初の質問のところですが、本当

に一番そこは困っているところです。さきほど

私自身が感染したと申しましたが、幸いなこと

に夏休みで、ちょうど自分の夏期休暇とかお盆

休みのときだったので、あまり学校に影響がな

かった。ただ、やはり新学期が始まっても感染

している教職員はたくさんいます。今のところ

は何とか助け合って、協同の精神で乗り越えて

いけていますが、これがもっとひどくなったと

きに、子どもたちが感染する以上に先生たちの

感染のことで教育が進まなくなる深刻さはある

かなと心配しています。今、教員になりたい人

が不足しているので、臨時講師とかも全くゼロ

で、待機している方もいない中、どう解決する

かは私自身もお聞きしたいし、困っているとこ

ろです。 
衛藤副委員長 例えば、体調は回復しているけ

ど、隔離期間がまだ残っていて、リモートで授

業するとかは許されるのか。制度の整備や対応

あたりはどうでしょう。 
生野参考人 それを言われて、そうですね、家

からリモートですればいいのかと、今ちょっと

気がついたところです。まずは１０日間の期間

はやはり医療機関が必要であると認めた期間な

ので、１０日間はゆっくり休んでもらうという

ことです。休んでいる先生には心配をかけない

ようにそれは行っていませんが、おっしゃると

おり、無症状の方もいらっしゃるので、もしそ

うであれば、家からリモートで参加することも

これから考えていかなくてはいけないかなと思

いました。 
吉竹委員 ちょっとお尋ねしたいですが、ＰＴ

Ａ組織、保護者ですね。保護者組織との兼ね合

い、連携の取り方も難しくなってくると思いま

す。１年生の親として初めてＰＴＡに参加した

人、それから中３で受験を前にした生徒の保護

者は随分感覚が違うと思うんですね。さきほど

校長先生は、自分がり患したことや、なってみ

て分かったこととかを子どもたちに言葉で伝え

る形をやっていたかと思います。一つ実例です

が、私のエリアの中で、ある先生が、１週間、

土日があって１０日ぐらい結局休んで、実際な

っていたんですね。でも公表していなくて、た

またまそのクラスがクラスターになってしまっ

たんですよ。だから、ＰＴＡの組織、保護者と

の兼ね合いがうまくいかなくて、ちょっと不信

感を持たれた。要するにコロナに感染してもこ

れは悪いことではないですからね。犯罪でも何

でもない。だけど、かかってしまったというこ

とを言わなかったために、その後にそのクラス

が、複式学級ですが、全員かかっちゃったとい

うことがあった。保護者から見ると、すごいい

らいら感を増してきたという話が入ってきたの

で、ＰＴＡ、保護者、そういう人との連携の取

り方、子ども教育、子どもを育てるという感覚

でどうやっているのかをお聞かせください。 
生野参考人 今、例に出された学校は、やはり

いけないと思います。というのが、今、学校現

場では、例えば、子どもであろうと、先生であ

ろうと、夏休みの間は別ですが、クラスで授業

をしている間に感染者が出たら、大分市はすぐ

ーるというアプリを使って全保護者に流します。

学級閉鎖になったときには全校にも流しますが、

学級閉鎖にならなくても、そのクラスでり患者

が出たときには、そのクラスの保護者にり患者

が出ましたと、陽性者が出ましたと流します。

ですので、十分気をつけてください。これから

５日間は十分気をつけて、少しでも体調が悪い

ときには早期に病院を受診してください、また、

高齢の家族がいるときには特に接触に注意して

くださいという注意喚起のメールを必ず流しま

す。そのクラスには知らせるということです。 
 だから、先生がり患してもそうですね。先生

がり患したとは言わないかもしれないですが、

クラスから陽性者が出たので、十分注意してく

ださいと。それを一言流すだけでも、ちょっと

うちの子どもは今日、咳をしているから悪いの

ではないかと思って病院に連れていくとかがで

きます。そういうシステムがなかったかもしれ

ないですが、何らかの方法で、複式学級という

ことであれば、とても小さな小規模校であった



- 10 - 

と思うので、１軒ずつに手紙を配ってもいいこ

とだと思います。 
 最初に申し上げましたが、保護者にはやはり

情報の開示ですよね、正確な情報を伝えていく

ということ、それは怠らないでやっていかない

といけないかなと思うので、そこはその学校が

少し足りなかったところかなと思います。 
木田委員 関連しているところもありますが、

実際の感染者が児童生徒に出たときに、具体的

な担任の先生の対応手順とか、結構大変なので

はないかなと。例えば、朝、喉が痛い子もいれ

ば、夕方、喉が痛い子もいるかもしれない。そ

のときどんな対応を学校でするのか。先生自身

もそのときに抗原検査を自分でするとか、さっ

きの接触者の特定とか、具体的な報告とか、保

護者の対応の手順を、マニュアル的なものを教

えてください。 
生野参考人 最初の頃から随分変わってきてい

ます。今であれば、学校に登校してきて、とに

かく熱がある、それは当然ですが、頭が痛い、

それから、喉が痛い、咳が出るといったら、も

う保健室の中でも隔離したスペースを作ってい

るので、そこに子どもを休ませ、保護者の迎え

をすぐお願いして、ほかの子どもと接触しない

ようにして、連れて帰ってすぐ検査していただ

くことになっています。 
 最初の頃は、陽性者から濃厚接触者をたどっ

ていました。前の日、遊んだのは誰かとか、３

日前まで誰と誰が遊んだのか分かったら、そこ

のおうちに、体調はどうですかと聞く。誰と名

前は言われないけれども、濃厚接触なので気を

つけてくださいとかいうことを言っていました。

今はそういうことではなくて、全体にすぐメー

ルで保護者に陽性者が出ましたよとか知らせる

ことで対応しています。そして、体調が悪い子

どもはすぐ帰す。ほかの児童生徒に接触しない

ようにして、すぐ下校させる措置を取っていま

す。 
木田委員 夕方出たとき、学校生活が１日経っ

ているときはどうですか。 
生野参考人 夕方陽性と分かったらすぐメール

で、今日、陽性者が出たので、これから５日間、

健康観察をしてください、体調悪いときは休ん

で結構ですよということで休んでもらいます。 
木田委員 検査は各自の判断でしていて、学校

でしてもらうわけではないですか。 
生野参考人 学校ではなく、各自です。今、保

護者の方は必ずすぐ病院とか検査機関に連れて

いってくれます。だから、それはもうおうちの

責任で。ただ、こちらからお願いするというこ

とは、返答を得るということなので、また夜に

電話をかけて、病院に行っていないということ

であれば、申し訳ないけれど、明日の朝一番に

連れていってくださいとお願いして、はっきり

させてから登校するということです。 
河野委員外議員 今、共働き、あるいはひとり

親世帯、こういったところで実際に学校に登校

できないとなったとき、子どもさんたちがどう

いう状況になっているのか非常に気になってい

ます。本来なら学校現場が家庭の状況について

は一番詳しいかと思いますが、そこで、児童生

徒がり患しました。お父さん、お母さんが数日

いないので、子どもさんの健康状態の管理はど

うするのかという部分について、例えば、市役

所の保健所とか、そういったところと情報共有

とか何らかの形で取るのか。 
 また、さきほど言われた先生のほうが一々具

体的な子どもの状況を聞いて、こういう状態で

すという話になったときに、情報が県当局等に

きちんと伝わるのかがちょっと不安ですが、そ

の辺は現場としてはいかがでしょうか。 
生野参考人 まずは子どもがり患したときには

保護者が濃厚接触者なので、共に休まなくては

いけなくなります。保護者は、ある一定の期間

は子どもと一緒に過ごしているということです。 
 さきほど私がすぐーると言いましたが、皆様

ちょっと分かりにくかったと思います。実はア

イコンがあるんですが、大分市はこのすぐーる

というアプリがあって、このアイコンを開くと、

１年１組の保護者宛とか、全校の保護者宛とか

にメールが送られるようになっています。今度

は反対に各家庭がこのすぐーるを使って、学校

に子どもの健康状態を知らせることができます。

特にり患した児童生徒については、朝の８時ま
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でに必ず保護者がこのアプリ機能を使って、子

どもの熱とか状態とかを学校に知らせます。学

校はそれを見て、報告がない家には電話して確

認するようになっています。多分、大分市以外

のところにもそういうシステムがあったりする

のではないかと思いますが、そういう機能を使

いながら、そして、子どもが１人で家にいるこ

とがないようにしています。 
 でも、議員が御心配なさっているのは、例え

ば、それを送ったところで本当は親が一緒にい

ないとか、子どもだけだということもあるかも

しれないということですよね。大体そういう子

どもかもしれないと思われるところについては、

家庭訪問をしています。そういうのは大体学校

の生活で見ていって、ネグレクト傾向の家庭か

なとかであれば、放課後に先生が行って、ドア

まで出てきてもらう。離れてはいるけれども、

元気だねとか、御飯食べたとか言って話を聞く

とかはどの学校も怠らずに行っていると思いま

す。 
高橋委員外議員 もしかしたら分からない、お

答えにくい質問になると思いますが、一つは子

どものワクチン接種です。今、お子さんたちの

ワクチン接種がどの程度進んでいるのか、何か

知っていることがあれば、教えていただきたい。

もう１点は、小さい子はともかく、小学校で高

学年以上の子どもたちの、このコロナに対する

意識ですね。当初は非常に怖い病気みたいな感

じで、子どもはかかりにくいけれども、大人が

かかると。ところが、オミクロンになってから、

急激に子どもたちの中に患者が増えていった。

家族を主体にかかるのが非常に多いですが、１

学期の間は学校でもかなり感染がはやった。そ

ういう中で、子どもたちのコロナという病気に

対する意識は今どうなっているのか。 
 というのが、この夏休み、人のことは言えな

いですが、私もちょこちょことあちこち行くと、

結構親子連れでワイワイ来ている。非常に密に

なって、いろんな行事をしているのを見ている

んですね。もうコロナがどこかに行ったんだろ

うという感じもある。そういう中で、子どもた

ちのコロナに対する意識、２学期、また学校が

始まるにあたって、先生はどうお感じになって

いるかお聞かせください。 
生野参考人 コロナという病気について、最初

の頃はすごくみんな恐れていましたが、最近は

私が聞く範囲ですが、皆、軽症です。１日熱が

上がりましたが、次の日から元気ですという保

護者がほとんどなので、子どもたちは意識の中

でも、風邪と同じような感じで受け取っている

かなと思っています。 
 子どものワクチン接種については進んでいな

いと思います。大抵ワクチン接種に行くときは

早引きしたり、ワクチン接種の副反応でちょっ

と休みますという連絡があったりしますが、そ

ういうことは少ないからです。学校の時間以外

に行かれている方はちょっと把握ができません

が、あまり進んでいないのではないかなという

のが私の実感です。 
平岩委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

平岩委員長 ほかの委員外議員の方もよろしい

でしょうか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

平岩委員長 ありがとうございました。 
 賀来小中学校は１年生から９年生まであって、

１人で束ねているのがどれほど大変か、想像し

ながら考えていました。今日伺った中でも、私

たちが気づいていなかったことがたくさんあっ

たと思います。若い教員を育てていくためにや

らないといけないことがあり、思い切って削る

ものは削ることやＩＣＴ教育の活用等たくさん

の御提言をいただきました。 
 この御提言を県議会として各部署に要求して

いきたいと思っています。 
 本日はお忙しい中お越しいただき感謝申し上

げます。これからもどうぞお元気に御活躍して

ください。ありがとうございました。（拍手） 
では、１０分程度休憩します。 

午後２時３７分 休憩 
――――――――――― 
午後２時４５分 再開 

平岩委員長 これより委員会を再開します。 
新型コロナウイルス感染症について、執行部か
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ら報告をいただきたいと思います。 
 それでは、執行部は説明をお願いします。 
藤内理事兼審議監 では、お手元のｉＰａｄの

資料に沿って、７月２９日、前回の特別委員会

以来の感染状況と、それに対して取った県の対

応について説明します。 
 まず、新型コロナ感染症の現状ですが、世界

の感染者が６億人を超えました。ただ、世界的

にはこのＢＡ．５による流行はもうピークアウ

トしています。東アジア、日本や韓国でまだ感

染が続いている状況で、５週連続で日本が世界

で最も感染者が多い国という状況になっていま

す。 
 国内の感染状況は別の資料で詳しく説明しま

す。 
 県内の発生状況ですが、１４万９，８３１人、

７人に１人が感染するという状況になってきて

います。入院が２９３人、宿泊療養５６３人、

自宅療養が昨日の時点で１万３，２４３人にな

っていますが、１万５千人を超えた時期があっ

たので、それから見ると、少しずつ減ってきて

います。 
 御案内のように、キントーンというスマホか

ら健康状態を入力していただくシステムを導入

したこと、あるいは重症化リスクのある方を中

心に健康観察を行うという重点化をしたことで、

これだけの自宅療養者がいても、保健所が何と

か対応している状況です。 
 それから、下のこの表を御覧いただきたいと

思いますが、６波の小計と、真ん中辺りですね、

１月から６月までの６か月間で４万９，９９８

人、これは第６波での県内の感染者数ですが、

それに対して８１名が亡くなられています。 
 その下の第７波の小計を御覧いただきますが、

昨日までで９万１，６４６人の感染を確認して、

９９名の方が亡くなられています。 
 感染者に占める死亡者の割合で見ると、第６

波が０．１６％です。それに比べると、今、第

７波は０．１％ちょっとですが、この後まだ遅

れて亡くなる方もいるので、最終的には第６波

と同じような死亡者になるのではないかなと見

ています。 

 では、次のページを御覧ください。 
 カレンダーに１日１日の新規感染者数を落と

し込んだものですが、本日、８月２９日、９３

７人の新規感染者数です。７月２５日以来、５

週間ぶりの１千人未満、３桁という感染者にな

っています。前回報告させていただいた７月２

９日以降、お盆前は赤と青が繰り返すような週

もあり、我々もお盆前、ひょっとしたらピーク

アウトするかなと期待しましたが、御案内のと

おり、お盆の人の動き、普段会わない人と接す

る機会が増えたことによる感染拡大で、お盆明

けから急速に感染が拡大し、８月１７日には３，

０２５人という過去最高の新規感染者を記録し

ています。 
 その後、このお盆の影響がほぼ出尽くしたよ

うな状況で、先週から６日続けて、前の同じ週

を下回る状況になってきています。このまま県

内においても、第７波が収束に向かうことを期

待しています。さきほど校長先生からの報告も

あったかと思いますが、今、新学期が始まって、

学校現場でもしっかり取組いただいているので、

新学期が始まったことによる感染拡大がなけれ

ば、何とかこのまま７波が感染減少に向かうの

ではないかなと期待しています。 
 その下の県内の感染状況の評価、ステージ表

です。 
 重症者数９人で、過去最高の数字になってい

ます。重症者の病床が４３床確保されているの

で、重症者用の病床使用率も初めて２０％を超

えています。まだこの重症病床に入って重症者

とカウントされている方々について詳しく見て

いくと、それぞれ重篤な基礎疾患をお持ちの方

が大部分で、中には心筋梗塞とか脳卒中で緊急

搬送され、かなり状態が悪い状況で入院され、

調べてみたらコロナ陽性だった方も含まれては

います。 
 現在の病床使用率は５５．２％、２９３名の

方が入院されている状況です。後ほどグラフで

示しますが、第７波では病床使用率が５９％ま

でいきましたが、ここのところ５５％前後で推

移しています。 
 それから、感染経路不明者割合が５８．３％
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で、ここのところずっと５０％を超えています。

これは第７波に入ってから、疫学調査の重点化、

つまり、重症リスクのない方については、今ま

でのように詳細な行動歴や感染源の観測を行っ

ていないので、前に比べれば、感染経路の把握

が困難になってきています。こうしたこともあ

って、この感染経路不明者が増えています。 
 それから、一番右側、ＰＣＲ陽性率を御覧い

ただきたいと思います。昨日時点で５１．８％

という数字になっていますが、お盆明けはこれ

が６割を超えている時期があったので、６０％

が５１．８％で若干下がってきたということも

感染がよい方向に向かっている一つの資料かな

と見ています。 
 ちなみに、このＰＣＲ陽性率は１週間に行わ

れた検査件数で陽性者数を割ったものですが、

この１週間に行われたＰＣＲや抗原検査キット

の件数が２万７，２０５という数字になってい

ます。単純に７で割ると、４千近い数字ですし、

お盆明けは４千を超えている日も結構ありまし

た。つまり、今、１日に４千人前後の方がコロ

ナを疑って診療検査医療機関、いわゆる発熱外

来等を受診されている状況です。これが一頃に

比べれば、少し緩和されましたが、まだまだこ

ういう診療検査医療機関の外来の逼迫、２時間、

３時間待つようなこともあっています。 
 では、次のページを御覧ください。 
 全国と県内の新規感染者数の推移です。 
 全国も少しピークを超えたように見えるかと

思いますが、実効再生産数でいうと、０．９１

です。１を下回るとピークを超えたと判断され

るので、全国的にもピークを超えて、０．９１。 
 大分県内は０．８８で、大分もこの数字は下

がってきているので、さきほど申したように、

このまま順調に収束に向かってくれればという

状況です。 
 病床使用率は、この５４．２という数字があ

りますが、その前のピークが５９％という状況

でした。 
 では、次のページを御覧ください。 
 病床使用率についてですが、これがちょっと

古くなってしまいましたが、８月１７日時点で

人口１０万台の各都道府県別の確保病床数を比

較したものです。 
 大分県は、各医療機関の御努力によって、今

１３位、多いほうから数えてこういう状況です。 
 このおかげで、８月１７日、お盆明けは全国

でも本当に１０位に入るくらい、大分県は感染

者が多かったですが、それでもこの際の病床使

用率は２０位という状況になっています。 
 感染者、九州各県とも非常に多い状況が続い

たわけですが、病床の確保がある程度できてい

たので、病床使用率は全国的には平均程度に抑

えることができている状況です。 
 まだこのときの病床使用率が多分５６．５％

という数字だったと思いますが、病床使用率が

５０％というこの数字が、やはり県民の皆様に

はなかなか理解しづらい部分があります。先週

のブリーフィングの際にも、この病床使用率５

５％とか５６％という数字がどのような意味を

持つのかを説明しました。メディアによっては

それをしっかり県民の皆さんに伝えていただい

たのですが、この５５、５６という数字は県全

体の平均の病床使用率です。感染者の多い中部

医療圏、つまり大分や東部医療圏においては７

０％を超えています。地域によっては、さらに

病床使用率が上がっているということと、院内

感染とかクラスターで感染者が院内に発生する

と、コロナ病床とは別の病棟をゾーニングして、

そこでコロナの感染者を診ていただいている病

院も少なくありません。この時点でそうした感

染者が７０人を超えていました。そういう方を

加えると、さらにまた１０ポイント病床使用率

が上がってしまいます。 
 それに加えて、今週ちょっと減りましたが、

毎週８００人を超える医療スタッフはコロナに

感染しています。あるいは同居家族が感染して、

濃厚接触者になったために出勤できない医療従

事者もいます。そういったこともあって、病床

はあっても医療スタッフが十分フルに稼働でき

ないがために受け入れられないということもあ

ります。そういう意味で、この５５％台という

病床使用率が、数値以上に医療機関にとっては

厳しい状況であることを県民の皆さんにお伝え
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はしているところですが、なかなかその辺りが

伝わらず、ちょっともどかしい思いをしていま

す。委員の皆様方におかれても、その辺りのと

ころをどうぞ御理解いただければと思います。 
 では、次に全国の状況を簡単に説明します。 
 全国的にもピークアウトしてきたので、この

表の一番右の列にある対前週比がどの県も０．

８とか０．９を下回る状況になってきています。

全国的にこの第７波がピークアウトしている。 
 そして、その下の九州・沖縄、山口において

も、大分が０．８４という数字になっていて、

ほかの県も大体０．８から０．９の間という状

況で、全国的にピークアウトしています。 
 ただ、次のページを見ていただきたいですが、

全国的にピークアウトした結果、九州の順位が

まだ高いままです。遅れてこのＢＡ．５の流行

が広がった四国、徳島や高知が今、１番、２番

という状況ですが、九州各県ともまだこの上位

１０県に入っている状況で、下がってきてはい

ますが、順位はまだ高いままです。 
 そして、見事に西高東低になっています。西

日本の各県がこの新規感染者数、人口１０万台、

多くあります。ただ、この辺りはアドバイザリ

ーボードや国の分科会の専門家も、なぜ西高東

低になっているかということをうまく説明でき

ていません。ＢＡ．５の置き換わりがいち早く

西日本、あるいは九州・沖縄で進んだというこ

とはありますが、それが遅れてほかにもうつっ

ていくならば、そろそろほかの地域が上に来て、

九州各県は下に来てもいいですが、相変わらず

上位にあることは、なかなか説明が難しい状況

です。 
 次のページを御覧ください。 
 九州各県の新規感染者数の推移をグラフにし

ていますが、少し見づらいグラフになってしま

って、お盆前、８月１０日くらいまではどこの

県も少しピークというか、平らになってきて、

そろそろ減少に転じるかなと期待されました。

お盆になって、どの県も急速に感染者が増え、

逆にお盆から１週間過ぎた辺りからまた急速に

感染者が減ってきている状況です。 
 では、次のページから県内の感染状況を少し

詳しく説明します。 
 まず、年代別の感染者数の推移ですけれども、

８０歳以上の茶色い線を除くと、各年代とも先

週が前の週に比べると感染者が減っています。

その８０歳以上が増えているというのがあった

と思いますが、これがちょうど今一番心配され

るところです。ほかの年代は順調に減ってきて

いる。 
 その下の感染経路の推移を見ると、灰色で示

した感染経路不明が増えているのはさきほど申

したような疫学調査の重点化によるものです。 
 この中でやはり目立つのが黄色で示した高齢

者施設での感染です。この数がずっと一定割合

出ているところが心配されます。 
 それは次のページでより如実に現れていて、

次のページの上の段にあるクラスターの発生状

況、施設別のクラスターの発生状況は、高齢者

施設と障害者施設を合わせた福祉施設が先週は

２６か所でクラスターが確認されています。こ

の２６のうち２３は高齢者施設で、この２３の

高齢者施設のうち１４が有料老人ホームです。 
 今、感染症対策課に感染管理認定看護師がい

るので、彼女にクラスターの発生した高齢者施

設へ実際に現地に出動してもらっています。や

はり換気がどうしてもなかなかできていないと

いうこと、行動的な感染対策の課題が見えてき

ているので、その辺り高齢者福祉課のほうから

改めて出動させていただいています。 
 また、こうした高齢者施設のクラスターを少

しでも未然に防ごうということで、これまで１

人でも症状が出れば閉鎖してもらって、１人の

陽性者が出れば職員の検査をするといった形で

迅速診断キットを配布していましたが、先々週

末、８月１９から２１日の金曜から日曜の間に、

県内の１，１３１の高齢者入所施設に職員の数

だけ迅速診断キットを配布しました。先週から

週に１回のペースで全員の症状の有無にかかわ

らず、抗原検査キットでの検査をしていただき

ました。その辺りの効果が出るのはもう少し先

になるのかもしれませんが、無症状の職員が施

設内に知らない間に感染を持ち込んで入所者に

感染が広がることを少しでも手前でブロックで
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きれば、この高齢者施設におけるクラスターの

発生を防げるのではないかなと期待しています。 
 それから、その下の感染者の年齢構成の推移

ですが、今回、第７波になって、やはり若い世

代中心でしたが、ここへ来てじりじりと右端の

灰色や茶色で示した高齢者の割合が増えていま

す。その理由は、さきほど申したこのクラスタ

ーが増えていること、もう一つは、高齢者はや

はり３回目接種をずっと今年の１月、２月にし

たことで、かなりワクチンの効果で発症を防ぐ

ことができていましたが、接種から５か月以上

経過したことから、ワクチン接種の効果が切れ

ていることが背景にあろうかと思います。 
 そこで、このワクチン接種がとても重要にな

ります。 
 次のページを御覧ください。 
 まず、県内の３回目接種、右上にある６４．

７％が全年代の３回目接種の接種率になります。 
 その下の７１．５％が３回目接種の対象とな

っている１２歳以上に占める３回接種の割合で

す。右側に２回接種者の接種率を書いています

が、２回接種した人は８割を超える方が３回目

接種を済ませていただいています。ただ、年代

別に見ると、１２から１９歳、３８．７％、２

０代４９．９％、若い世代でなかなかこの３回

目接種が進まないという状況があります。 
 また、さきほど子どもたちのワクチンの話が

話題になったかと思いますが、５から１１歳の

ところの２回目の接種率１８．５％という数字

を御覧いただけるかと思いますが、この数字は、

ここのところほとんど動いていません。本当に

接種される方は接種を２回していただいている。

これは今のこのコロナの子どもたちの接種が努

力義務になっていないことが保護者の方々につ

いても、ちょっと躊躇されている部分があるか

と思います。９月に努力義務が課せられること

になることや、もちろん改めてワクチン接種の

効果や、副反応を含めたデメリットについても

しっかり啓発しますが、この子どもたちの接種

を進めることがこれから課題になるかと思って

います。 
 それから、真ん中に４回目接種の接種状況を

表示してもらいますが、６０歳以上については

既に４８．３％が４回目接種を終えています。

３回目を打って５か月以上たった方の６７．

１％、３人に２人は既に４回目接種を終えてい

ます。大体３回目接種が１月、２月、特に２月

が一番多かったので、その一番多かった２月に

接種した方が５か月間経過して、今、接種して

いる状況で、４回目接種も件数がどんどん伸び

ています。 
 また、若い世代で、やはりファイザーやモデ

ルナでアレルギー、特にアナフィラキシーとか

を心配され、接種を見送る方々には、その右側

にノババックスワクチンを県営接種センターで

日を決めて接種を進めていますが、大変好評で

予約も順調に埋まっています。 
 では、次のページを御覧ください。 
 今回の第７波で感染者が増え、さきほど診療

検査医療機関の発熱外来の逼迫についてお伝え

しました。こうした診療検査医療機関の負荷を

少しでも減らせればということで、１２歳から

４０歳未満の方で重症化するリスクがない方に

ついては、ネットで抗原検査キット配送センタ

ーに申込みいただき、そこから翌日にキットを

お届けし、自分で鼻腔ぬぐい液で検査をして、

陽性が出れば、陽性者登録センターにスマホか

ら登録する仕組みを８月２４日から動かしてい

ます。 
 このキットの配布は、１日上限５００件、登

録は１日上限２００件を見込んでいますが、今

のところ、抗原検査キットの申込みは８月２５

日の３３８人が一番多い日でした。それから、

陽性者登録センターは８月２７日、土曜日です

が、１９件が最も多い登録者数でした。予定し

ていた数よりやや少ない状況ですが、こうした

ことを御利用いただくことで、診療検査医療機

関の負担を少しでも軽減できればと考えていま

す。 
 それから、この抗原検査キットは、ネットで

の配布だけでなく、お急ぎの方については、一

部の診療検査医療機関でも御協力いただけると

いうことで、１３０あまりの診療検査医療機関

が自分の医療機関でも配布しますよと言ってく
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ださっています。準備できたところからホーム

ページで時間帯や場所を公表し、そこで配布さ

せていただいています。現在８７の医療機関、

どこでどの時間帯に配布しますと公表して御利

用いただいています。 
 では、最後のページになりますが、新型コロ

ナウイルスの後遺症、正確には罹患後症状と言

いますが、後遺症の調査を行ったので、その途

中経過を報告します。 
 これは本来なら実際に感染した方に、その後、

どういう症状があるかをお尋ねする調査ですが、

今回はまずプレ調査というか、医療機関で実際

にコロナの診療をしている先生にお尋ねして、

コロナの後遺症と思われる方の診療をされてい

ますかと尋ねています。 
 その結果、７２％の医療機関から回答があり、

そのうちのちょうど３分の１が後遺症と思われ

る方を診察したと回答いただきました。そこで

受診した方の症状として多かったのは、咳や息

切れ、それから、倦怠感とか頭痛、嗅覚、味覚

障害もそこそこ数が出ています。 
 そして、今後の後遺症の診療について可能で

すかということを尋ねています。７割近い医療

機関で条件がある先生もいますが、後遺症の診

療については可能であると回答いただいていま

す。 
 この中から、ホームページ等での公表もいた

だける先生の了解をいただいて、県民の皆様に

も、後遺症で心配される方についてはこういう

ところで診療できますよという情報を提供した

いと考えています。 
 それから、実際の感染者に対する後遺症の調

査は、実際に感染者に対して調査を行うので、

倫理審査委員会で調査内容についての審査をし

ていただいています。これで了解いただければ、

次は９月以降になりますが、実際、感染者に対

する後遺症についての調査を実施することとな

っています。その報告についてはもう少し待っ

ていただくことになります。 
 それから、お手元に資料がなくて申し訳あり

ません。全数把握について、先週末、岸田総理

が２４日に会見をして、全数把握の見直しを進

めますということでした。当初２４日は都道府

県の判断でということで、各知事からは国が一

律に決めるほうが望ましいのではないかという

ような意見も出されたことから、その後、９月

中旬以降には全国一律で全数把握を見直す方向

で検討することが報じられています。 
 大分県においても、全数把握の見直しについ

て、医療現場に御意見を伺いました。先生方に

とっては、特に夜間の救急とかを受診された方

がコロナに感染しているかどうかが分からない

中で診療するのは非常に心配しています。今は

保健所に問い合わせれば感染者が分かるし、保

健所がある程度情報を持っているので、入院調

整とかがスムーズにいく。そうした情報がない

中では、救急をはじめ受診調整に支障を来すの

ではないか心配しています。 
 あと保健所も、今、自宅療養者に対し、電話

での相談を受けていますが、最初に登録いただ

いて、ファーストタッチで感染者に情報とか療

養上の注意点とか、心配でしたらこう連絡して

くださいねと情報提供しているので、連絡いた

だければそこでスムーズな対応はできます。そ

れが全くなくて、そもそも電話をかけていただ

いた方が本当にコロナの感染者かどうかも分か

らない中で対応する。何の情報もない中で対応

するのは、保健所にとっても負担が大きいこと

もあり、現在では全数把握を今までどおり継続

する方向で検討しています。 
 医療機関の意見や、先週末には専門部会、専

門家の先生方に御意見も伺って、そういう方向

で最終的な決定を見据えているところです。 
 ちょっと長くなりましたが、７月２９日以来

の感染状況と、その間の県の対応について説明

しました。 
平岩委員長 ありがとうございました。 
以上で説明は終わりました。 
これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 
堤委員 今の全数把握の問題で、国が言ってい

るのは定量検査という問題がありますが、イン

フルエンザの調査との関係がどうなのかな。全

国一律と言っていて、県としては全数把握をし
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たいと。県が判断すれば、大分県だけでも全数

把握が可能なのか確認したいのと、最初のペー

ジに、入院とホテル準備、療養準備の方が１，

６９１人と。こういう方は多分、調整中だと思

いますが、その間に症状が急変したりするとま

ずいと思います。そこで保健所、医者とか見守

り等をしていると思いますが、１，６９１人の

状況を教えてください。 
 それから、もう一個、ネットでの抗原検査申

込みの問題。これは自己申告ではないですか、

ネットで申請するわけだから。例えば私が４０

歳未満として、少し倦怠感があると、その場合

は申請できるのか、教えてください。 
藤内理事兼審議監 まず、全数把握についてで

すが、今のところ、全数把握を止める県も少数

派になっています。ただ、この９月中旬なり全

国一律で全数把握を止めることになれば、それ

に対して当然備える必要があろうと思います。

さきほど説明したように、全数把握を止めるこ

とによるデメリットもいくつかあるので、スタ

ートするまでにそうした課題を医療現場としっ

かり協議したいと思っています。 
 それから、定点把握といって、今インフルエ

ンザについては５８の医療機関で定点把握をし

ています。それを使ってコロナも定点把握が可

能ではあります。 
 ただ、それでちょっとチェックしていますが、

インフルエンザの５８定点に小児科が多く、コ

ロナはそれ以上に各年代満遍なく発生するので、

コロナの定点把握をする際には、その辺りの定

点、医療機関の選定に少し工夫が要るのかも、

この残された３週間ぐらいの間で検討が必要で

あると考えています。 
 さきほどの１ページ目の入院宿泊療養準備１，

６９１で説明が不足していましたが、この中に

は、その日分かった１，５０１人が入っていま

す。つまり、その日分かった１，５０１人は基

本的にはまだ調整中なので、その意味ではこの

１，５０１を除いた１９０人ぐらいが翌日持ち

越しになっている。その件数は実際に自宅にす

るのか、宿泊を利用するのか少し検討しながら、

まだ決定していないケース。でも、そういう方

は必ず保健所は既に１回連絡は取っているので、

その調整中に何かあればすぐに対応できる状況

にあります。 
 それから三つ目の、ネットでの検査キットの

申込みです。年齢等については確認しますが、

症状の有無については自己申告を尊重します。 
末宗委員 全数把握ですが、知事会は保健所の

負担だから要望していた感じで、神奈川県の知

事なんか、大賛成だと言っていて、次の日ぐら

いには大反対だと言っている。知事会は保健所

が楽するためと言ったのか何を言っていたのか

もよく分からない。本質が違うのではないかね。

知事自身がみんな分からないのかね。 
 私は本質は２類か５類かの問題で、保健所機

能の問題ではないかなという気がしていますが。

知事会で要望したのは、全数把握のことを言い

よる。ちょっとそこ辺りを率直に教えてくれま

せんか。 
藤内理事兼審議監 これは全国知事会だけでは

なく、全国保健所長会も全数把握の見直しを要

望していました。これは医療機関にとって負担

になるからで、本当にこの当時、項目がすごく

多く、入力すると１人当たり５分以上かかると

いった負担もさることながら、保健所もそのよ

うな負担であるということでした。実は大事な

ことは今まさに委員がおっしゃったように２類

か５類か。つまり、この新型コロナがそろそろ

インフルエンザに近い病原性というか、重症化

リスクであったり、亡くなる方の割合だったり

が、もはや２類よりも５類に近づいてきたこと

から、保健所長会も、全数把握ではなく、イン

フルエンザのように定点把握でもいいのではな

いかということで提案した部分があります。 
 ただ、いつの間にか、負担軽減が全面に出て

しまったので、先生方も、いや、入力が大変だ

ったから止めるのではなくちゃんと頑張ります

よ。という話になって、そうすると、先生たち

が頑張ってくれるのに止めることはないよねと

いうことで、継続になる方向へ流れが移ってき

たわけです。大事なことは、本当にこの新型コ

ロナがオミクロン株になって、その位置づけを

どうしていくのか、それもそろそろ全数把握の
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必要性は薄くなってきたのではないかなという

ところが本来の軽減の根拠です。それが少し入

力に伴う負担という議論にすり替わってしまっ

たこともあって、今、委員がおっしゃったよう

に、ちょっと知事によっては見解、少し論点が

変わってしまったことが背景にあると見ていま

す。 
原田委員 療養されている方への処方について

お聞きしたいのですが、マスコミ等では喉の痛

みと熱ぐらいの方には、解熱剤ぐらいしか出し

ていないという話を聞きます。今、自宅療養者

がたくさんいると思いますが、そういった方へ

の薬の処方についてはどうなっているかお聞き

します。 
 それともう１点は、今日、電車で来ましたが、

駅前の検査センターは４０人ぐらい並んでいま

した。そうした方もいらっしゃいますが、薬局

でも手に入りますから、自分で検査して、届け

ずに自宅療養している人もある程度いるのでは

ないかなと思っています。そういった方々の把

握はどうなっているのか教えてください。 
藤内理事兼審議監 まず、処方ですが、実際に

皆さん今からキットを送ってもらってという検

査の方は基本的に診療検査医療機関を受診して

いただいているので、そこで処方を出してもら

って、解熱剤だけでなく、例えば、重症化リス

クのある方については、ラゲブリオといった経

口のコロナの治療薬も処方しているので、決し

て解熱剤だけということではありません。その

人の必要性に応じて、様々な薬の処方もしてい

ただいています。 
 それから、抗原検査センターは基本的には症

状のない方が利用するので、今回のようにキッ

トを配布するのは、症状があって心配な方とい

うことです。そこは使い分けをうまくしていか

なければと考えています。 
 それから、これからネットでも厚労省が認可

したキットを購入することができるようになり

ますが、これからは自宅で陽性になった方も、

さきほど紹介した陽性者登録センターにスマホ

で陽性の登録ができるようになったので、そち

らを御利用いただければと思います。 

衛藤副委員長 この１か月ぐらい、特に医療機

関関係から非常に入院病床、救急と一般外来等

も含め、かなり逼迫状況が続いているという話

を伺っています。 
 人口１０万の確保病床数は全国で上位だとい

うお話がありましたが、確保と即応病床は使い

分けていますよね。今、５３１あると。そこが

実際どれぐらいあるのか。大分市だとお盆明け

にも即応病床の使用率が８０％を超えていたと

いう話も伺いますが、こういう危機的な状況と

いうのは、実際に県民の皆さんに伝わっていな

かったという事実がはっきりあると思います。

少なくとも、知事などが県の特例というか、そ

ういう情報発信はメディアに対してもなかなか

行われていなかったのではないのか。 
 ちょうど７月末ぐらいにこども病院が一般診

療を中止したと思います。あの辺りがやはり分

岐点だったのではないかなと、今振り返ると感

じる部分が非常にあります。 
 藤内理事から、お盆に影響があると思ってい

たという話がありましたが、これは事前に分か

っていた話ですよね。知事はそれに対して全く

そこのメッセージを打たなくて、自粛要請等を

かけなかった。これは結果論ですが、初めての

対応だから間違えることもあると思いますが、

あのときこうしておけばというのはきちんと検

証として出すべきだと思います。現時点での振

り返り、即応病床も含めて現状の医療機関の状

況等も含めて教えていただけませんか。 
藤内理事兼審議監 現在、即応病床として空い

ているのは４６５、確保病床が５３１になりま

す。最初に計算したときには八十数％は空いて

いる状況にあります。もちろん、病床使用率は

確保病床を分母にして出すので、どうしてもそ

れで出すと五十何％という数字になりますが、

さきほど申したような、その内訳の大変さとい

うのは努めて発信したつもりです。ただ、我々

も難しかったので、そこのところはなかなか病

床の逼迫具合が県民に伝わっていかなかったこ

とは反省しています。 
 それから、お盆に感染者が増えることは、も

ちろん想定されていました。我々も非常に反省
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しているのは、行動制限のない３年ぶりのお盆

で、まるで感染対策をしなくてもよいようなメ

ッセージが伝わっていったのはある程度否めな

いと思っています。もちろん、お盆前の知事の

メッセージの中でも、帰省の際の事前の検査で

あったり、お盆でたくさん人が集まる際の各部

屋における換気対策であったりの感染対策につ

いては、情報発信してきました。行動制限のな

いお盆といったことで、やはり県民にとっては

みんなが対策をしなくても大丈夫だという誤っ

たメッセージを発した可能性はあると思ってい

ます。その辺りをどうすればよかったのか、そ

こはしっかり検証していきます。 
衛藤副委員長 救急の現状はどういう状況です

か。これも報道が先行して出ているので、しっ

かりと行政として現状についてメッセージを出

していくことはまだなされていないところです

ね。ここはもっと強めに知事の口も使って出し

ていくべきだと思いますが、その点教えていた

だければ。 
藤内理事兼審議監 確かに合同新聞で、先週４

８件と、救急搬送困難件数が過去最高になった

ことが報じられています。その前の週は３５件

で、去年１月に記録された３６件の過去最高に

肩を並べたことや、さらに増えるかもしれない

といった部分で、確かに現状を踏まえて、メッ

セージなり対策なりは必要だったかもしれませ

ん。その御指摘は受けたいと思います。 
清田委員 全数把握で、これは賛成、反対とか

ではなく、一つの意見として聞いていただきた

いですが、今後、国が方針を出し、他県も医師

会等の話を聞きながら、ベターな方向を決めて

いくという御説明で理解しています。それはそ

れでいいと思いますが、そもそもさきほど御説

明にもあったように、症状的に全数把握は必要

ないのではないかという議論はある中で、実際、

症状が出ていて明らかにコロナ症状だけど、２、

３日寝ていれば治るだろうということで、実際

症状も治って、自己検査もせずに、病院も行か

ない方もかなりの数いるのではないかという推

察もできます。そうなると、全数把握というと

ころのそもそも論が破綻しているとも考えられ

るんです。 
 それで、さきほどの御説明で救急医療の際に、

把握しているものだけでもデータベースがあれ

ば、救急対応が少しでも簡略化できるとか、そ

ういう利点もあるんでしょうけれども、そもそ

も破綻しているところの議論も少し踏まえなが

ら、今後の対応もちょっと考えていただきたい

なというのが私の一つの意見になります。 
 それともう一つが、この７波でやはり病院も

かなり防護服とか、診療に対応する際の消耗品

がかなり増して経費がかさんできている。なお

かつ、看護師さんを含め医療従事者、職員の方

が感染して１０日間の自宅待機で、実際感染し

ていない健康な職員の方の勤務時間が非常に長

くなって、負担をかけざるを得ない。もちろん

一般の病院、ほかの患者さんもいるので、過労

とか健康状態も心配なところと、当然、超勤の

残業代、休日手当等の経費もかなりなものにな

っているという声を聞いているので、またその

辺も考慮の一つに今後入れていただきたいとい

う御報告と意見です。お願いします。 
藤内理事兼審議監 まず、全数把握は二つの意

味があります。 
 一つは地域の感染状況をつぶさに把握する意

味合いです。これは定点把握に置き換わること

で、どれくらい精度を担保しながら、届出の負

担を減らせるかということの検討も一緒にやり

ます。 
 もう一つは、いろんな感染者の支援の入り口、

スタートです。ですから、感染者の届出を止め

てしまうと、そこの支援の入り口がなくなって

しまいます。ただ、考えてみると、インフルエ

ンザは全然行政からの感染者に対する支援はな

いので、徐々にそれに近づいていくだろうなと

は思います。 
 今までずっとやってきた発生届がどういう意

味があったのか。それを止めることによって、

どのようなデメリット、マイナス面があるのか

をしっかり考えながら、特に移行する際にはそ

うしたマイナス面をしっかり検討したいと思っ

ています。 
 それから、本当にスタッフが感染したことに
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よる医療機関の負担増、経費面の負荷は出てく

ると思います。そうしたものについても、この

第７波が落ち着いた後、しっかり検証すること

が必要になろうかと思っています。 

吉竹委員 宿泊療養のデータが、今、５６３人、

自宅療養が１万３，２４３人となっています。

これはあくまで数字ですが。 
 この中で、まず一つは県の借り上げの施設で

すね。それがマックス何人泊まれるのか。何で

これを聞くかというと、自宅療養の中で、私は

竹田市ですから、豊肥保健所になります。当然

保健所と陽性者がやりとりをしますかね。例え

ば、まず夫婦２人のときに片方が陽性者で自宅

療養となったときに、濃厚接触者は症状が出な

ければ５日間は出るなよということになります。

もちろんそれは分かりますが、高齢者がいるな

ど家庭状況によってホテルを都合できないかと

言ったとき、どのくらい保健所と協議できるの

か。持病があればほとんどホテルにとか入院と

かなるでしょうけど、その辺の判断が、保健所

によって違うとか、ある人はそれで入れたけど、

ある人は自宅にいてほしいという話があったと

聞くんですね。一律ですっぱり決まっていれば

分かりますが、その辺はどうなのか。 
 それと今、保健所とやり取りするとき、自宅

の環境を聞きますよね。買物に行けるか行けな

いか、食料が何日分あるかと聞いたとき、レト

ルト食品を持っていきますよね。例えば、そこ

が御主人がなって、奥さんも子どもも当然外に

出られない。そのとき、子どもが小さいと、粉

ミルクとか、極端に言えば、紙おむつもできる

のかとか、中にはペットの餌に困るとか言う人

もいます。そういうところでどの範囲で保健所

が対応してくれるのか。ストックがあるのかも

全然分からないんですよね。だから、ここまで

しかできないとか、しないとかいうのを明らか

にしていかないといけないと思います。 
 それと、今、ほとんど毎日４桁、今日も１，

５００人ぐらいになって、毎日千人、２千人と

かになったとき、当然、全員が入られないのは

分かりますが、ただ、今の数字を見ると、５６

３人、１万３千人以上は自宅となっているので、

そういう数がどうなっているのか、それを教え

てください。 
藤内理事兼審議監 現在、宿泊療養１１棟、１

１のホテルで合わせて１，３７０室確保してい

ます。さきほどの５６３とか、多いときで６０

０を超えているので、大体４割前後の利用率に

なります。毎日、例えば、１千とか２千人、新

規感染者が出て、宿泊療養を利用される方はそ

のうちの大体１００人前後です。だから、感染

された方のうちの５％は宿泊療養になります。 
 確かに、かつて感染が少ない頃には家族内の

感染のリスクを減らすために宿泊療養を利用し

ていただくという運用をしていました。今のよ

うな状況の中で、同居家族への感染対策として

宿泊療養を御利用いただくと、大半の患者さん

が宿泊療養になりますが、それはなかなか難し

い状況です。もう一つ大きなことは、オミクロ

ン株になって感染力が非常に強くなったので、

実際に同居家族の感染が分かったとき、感染す

る方は既に感染していて、その後症状が出てく

ると。逆に、感染しなかった方はそのまま感染

しないということで、感染が分かった時点で感

染対策をしっかりすることで、その後の感染を

防げる。宿泊療養の家族内感染を防ぐ対策とし

ての利用の意義が、だんだんオミクロン株にな

って薄れてきたことがあります。 
 ただ、その辺のところは、例えば、同居家族

が咳をしているとか、がんの治療をしておられ

るので、やっぱり今かかると非常にリスクが高

いという場合は考慮して、宿泊療養していただ

く。やはりそのケースの状況を考えて、保健所

として判断いただいている部分があります。そ

の辺りが少し保健所間の判断のずれとお感じに

なられるかもしれません。実は先週もそのこと

を少し議論して、これからのオミクロン株で、

しかも全数把握見直しが始まると、そういう重

症化リスクの低い方については保健所に情報も

入らなくなってくる。ますますこの宿泊療養の

意義も変わってくるので、改めて宿泊療養の意

義を確認した上で、その対象者についても検討

が必要だということになってきます。そういう

意味では、今のように感染対策目的に宿泊療養
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というのはこれからは少しずつ減っていくので

はないかなと考えています。 
 それから、自宅療養者への支援として、レト

ルトとか、少し食料を提供していますが、粉ミ

ルクやどうしても買物に行けない場合は紙おむ

つの支援をしているケースもあります。これは

本当にケース・バイ・ケースで保健所に相談い

ただくことになります。残念ながら今、保健所

も厳しいので、全て対応できますよと言える状

況ではなく、本当にケース・バイ・ケースです。 
今吉委員 今回、ワクチン接種がなかなか進ま

ないし、今度、検査キットをネットで買うでは

ないですか。買って、自分でやってみて陽性だ

ったからといって病院に行く、行かないのは自

分で判断することになるんですよね。症状が軽

ければ。 
 今回、全数把握にしても、最終的には国が決

めるんですよね。県が決めることはなくなった

ので、国が最終判断をするということだけです

よね。それで対応が変わるでしょうね。やはり

いろいろワクチンの接種にしても、何か周知が

足らないかなと思います。中では、７０歳超え

て打たない人は打たないもんね。副反応があっ

た方は。その辺周知についてどうでしょうか。 
宮崎感染症対策課参事 ワクチンは特に若い世

代が低い傾向があるので、知事のコメントとか、

マスコミ宛のブリーフィングの際には必ず御説

明して、結構パーセンテージも細かくお尋ねい

ただいて、細かく記事にしていただいたり、報

道していただいたりはしていますが、なかなか

響いていないところはあると思います。 
 それと、若年層宛には今ＳＮＳとかで、開く

と広告が出てきますが、ああいう中にもこのワ

クチン３回目がまだの人は打ちましょうねとい

うのを入れたり、大学向けに現に積極的に接種

センターに来ませんかというような勧誘したり

という活動はしています。なかなか数字にまだ

響いていないところはあるので、今後の課題と

は捉えています。 
藤内理事兼審議監 それから、さきほどのキッ

トを自分でこれからネットで購入され、陽性に

なって医療機関を受診するかどうかはその人の

判断次第で、仕方ないから、まさにこれからは

コロナという病気を一人一人の県民が、自分が

予防するためにどう行動するのか。あるいは陽

性になったときに、どうやって周りに広めない

ように対応するのかを一人一人が考えること、

そして、適切に判断できることが大切だろうと

思います。 
 今まで国が決めたから、県が決めたから行動

制限を守ってくださいという形でしたが、もう

インフルエンザと同じように、この病気を２類

から５類相当にしていく過程においては、やは

り一人一人の県民がそういう判断ができるよう

になることもとても重要だと思います。そうい

う意味でも、この病気についての考え方や対応

について、もっとしっかりこれからさらに情報

発信は必要であると考えています。 
平岩委員長 ありがとうございました。皆さん

お聞きになりたいと思いますが、時間がとうに

過ぎているので、これで執行部からの報告を終

了します。委員外議員の皆さんは申し訳ありま

せん。 
執行部のみなさんはお疲れ様でした。 
引き続き、内部協議を行いますので、委員の

皆さんはそのままお待ちください。 
 
  〔福祉保健部、委員外議員退室〕 

 
平岩委員長 では引き続き内部協議を行います。 
 久しぶりの特別委員会、お疲れ様でした。 
 日々変わっていく中で疑問に思うこと、感じ

ることが多いと思いますが、福祉保健生活環境

委員会やそれぞれの会派で話していかなければ

と思っています。 
 本日の生野参考人のお話の中で、ぜひ報告書

に入れるべきということがあれば御意見をお願

いします。 
  〔「委員長一任」と言う者あり〕 

平岩委員長 たくさんあったので、整理しなが

ら副委員長とも協議していきたいと思います。 
 また、すぐには出てこないかもしれませんが、

参考人招致の御推薦があればお願いします。 
 また、次回委員会の開催予定についてですが、
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ちょうど時期的に第３回定例会の会期中になり

ます。 
福祉保健部の報告は藤内理事に来ていただい

ていますが、藤内理事の御負担も考慮し、福祉

保健生活環境委員会と別枠での合同開催も視野

に入れ、臨機応変に開催したいと思うのでよろ

しくお願いします。 
 そのほか何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

平岩委員長 これで新型コロナウイルス感染症

対策特別委員会を終了します。 
長時間お疲れ様でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


